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平城ニュータウン九条の会 ニュース 第 119号 202２年 4月1日 

[ここに出典を記載します。] 

発行者：平城ニュータウン九条の会 

📧：heijyounewtown9article@gmail.com 

HP:  https://www.nara9jyonet.com 

 

3月 9日（水）15:00より 1時間 近鉄高の原駅前に

て恒例の「9の日」アクションを行いました。 参加

者は 12名で「憲法改悪反対署名」は 16筆でした。  

プーチンのウクライナ侵攻から10日余り経ちました

が，病院・学校・アパートなどの無差別攻撃が「自国

民安全の為の軍事的手段」の嘘が明らかになり，「ロ

シアのウクライナ侵攻を直に止めよ」と訴えました。 

 

「9の日」アクション 

あなたにとっての平和とは？ 

「第 2回平和っていいね!!フェスティバル」 
がコロナ禍の中でも無事に開催することができました。 

 

３月 27日（日）、コープ朱雀店のご理解とご協力をいただき、3年

ぶりに開催できたフェスティバルでした。 

こんな時期なので、規模を小さくして開催しました。 

展示（地位協定について）と展示から応用したシール投票、沖縄の

三線とギターによる演奏と唄、ハンドベル演奏、ならコープ平和の会

によるウクライナの人たちへのカンパ・支援のメッセージを書いて

もらうコーナーと、午前中のみの短時間でしたが盛りだくさんでこ

の時期にぴったりの内容となりました。  ウクライナカンパは

\23,579 も集まり，

ユニセフを通じてお

くられました。 支援

メッセージはコープ

朱雀店サービスコー

演奏：「下グレ」 

ハンドベル演奏：「うたのアラカルト」 
ナーに展示していますので，メッセージ

を当コーナーにて書いて頂くこともでき

ます。 
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4月21日（木）10:00より生協朱雀店会議室にて

世話人会です。議題は「平和っていいねフェスタ」

の反省と今後の活動です。世話人でなくても，参加し

ていただきご意見・活動等についてお聞かせ下さい。 

アクションでは，下記のことを訴えました。 

２月２４日ロシア軍がウクライナに侵攻し，主要都市への攻撃を強めています。プーチン大統領

はウクライナとの外部交渉に応じる構えを見せながら各地で住宅などの攻撃を続けており，ロシ

ア軍は原発を砲撃，欧州最大級のザポリージャ原子力発電所がロシア軍に占拠されたと発表。こ

んなことが許されるのでしょうか。ゼレンスキー大統領は「国家テロリストが初めて各テロに訴

えた」と非難しています。人類は，第２次世界大戦で５０００万から８０００万人もの犠牲者を

だしました。再び，戦争を行わないとの固い決意はどこに行ったのでしょうか。どんな理由があ

ろうとも戦争は国家の名を借りた人殺しです。今こそ世界の隅々まで「日本国憲法 9条」広げて

行きたいと思います。 

岸田文雄首相が「検討」をすすめる敵基地攻撃問題が焦点となっています。中国や北朝鮮の「ミ

サイル防衛」を名目に「抑止力」と称して敵基地攻撃能力の増強を進めようとしています。「専守

防衛」の原則を逸脱し，相手国の領域に打撃を与える攻撃型兵器の保有は，軍拡競争におちいり

ます。。 

自民党は２０１８年４項目①９条への自衛隊明記②緊急事態条項創設③参院の合区解消④教育

の充実の改憲案を発表しました。 「憲法 9条」をないがしろにする項目は 2つあります。 

１つ目は 9条への自衛隊明記です。２０１４年の「安保法制」によりアメリカの戦争に加わって

武力行使ができるようにしました。憲法９条との整合性ができていません。 そこに自衛隊を明

記することにより，アメリカと一緒に日本に関係ない戦争をしにいく事が狙いです。 

２つ目は緊急事態条項です。全ての権限が首相に集中されます。内閣は法律と同一の効力を有す

る政令を制定できます。独裁政権を生み出します。戦前の日本がそうでした。 「ワイマール憲

法に緊急事態条項がなかったらホロコーストのような非人道的な事は行われなかった。麻生副首

相は『ナチスの手口に学んだらどうかね』と

述べた事を忘れてはいけない。自民党の改憲

案はヒトラー政権のように使われる。どうし

ていれる必要があるのか」と警鐘を鳴らして

います。 「災害が起きたとき，コロナ感染

症対策上，緊急事態条項が必要」ともっとも

な議論が行われています。しかし，緊急事態

に備える法整備は充分行われています。衆議

院が解散していて国会が開けないときには

参議院の緊急集会を招集できるなど対策は

行われています。今、なぜ、憲法にいれる必

要があるのかとの疑念があります。強権政治

を目的としていると思わざるを得ません。 

 

2021 年度会計報告（2021.4.1～2022.3.31） 

  (収入の部) 項目             

 カンパ              5,000 

 生協サークル活動援助金            3,000 

 平和の会よりフェスタ印刷費        5,000 

 前年度繰越金           46,595 

 合計                             59,595 
 

  (支出の部) 項目                         

 印刷代・紙代           8,703 

 県 9条の会カンパ         2,000 

 第 2回フェスタお礼等       7,000 

 平和の会会費           1,000 

 振込手数料             152 

 合計               18,855 
 
 次期繰越金  （59,595-18,855）40,740 

 


